
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
品物を容器の中へ導くための包装機械であって、
第一の供給コンベヤ（ 26）と、
該第一の供給コンベヤ（ 26）に隣接する位置に、長手方向に沿って配置される第二の供給
コンベヤ（ 66）と、
該第一の供給コンベヤおよび該第二の供給コンベヤの上方に配置されるガイドレールユニ
ット（ 29）であって、第一の幅をもち供給レーンを画定するように互いに離間して平行に
配置されるガイドレール（ 34）を有し、入口端および出口端を有し該第二の供給コンベヤ
に継続的に取り付けられそれぞれの間にポケットを形成しているフライト（ 60）を横方向
に延ばす供給レーンの幅を選択的に変更可能な第一供給ガイドレール部（ 33）および少な
くとも該第二の供給コンベヤを覆っている第二供給ガイレール部（ 32）を含むガイドレー
ルユニット（ 29）と、
少なくとも該第二のコンベヤ（ 66）上のフライト（ 60）を選択的に位置決めするための第
一の位相調整手段（ 75）と、
該第二のコンベヤ（ 66）と隣接して配置され、該第二のコンベヤ（ 66）と時間的に同調す
る第三のコンベヤ（ 106）と、
該第三のコンベヤ（ 106）に取り付けられ、該第三のコンベヤと離間して配置されるラグ
（ 100,115）と、
少なくとも該第三のコンベヤ（ 106）上の該アセンブリの選択的に位置決めするための第
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二の位相調整手段（ 130）と、
第三のコンベヤに隣接した配置される定置手段（ 18）とを備え、
該第一供給ガイドレール部（ 33）は該ガイドレール（ 34）を有し、該ガイドレール（ 34）
をスライドさせることにより第二の幅をもつレーンを画定するように調整可能であって、
該第二供給ガイドレール部（ 32）は該ガイドレール（ 34）を有し、該ガイドレール（ 34）
をスライドさせることにより該第二の幅をもつレーンを画定するように調整可能であって
、
該第二供給ガイドレール部（ 32）に位置する該ガイドレール（ 34）は、該第一供給ガイド
レール部（ 33）に位置する該ガイドレール（ 34）に対して角度をもって配置され、
該ガイドレールユニット（ 29）は少なくとも２つの交差するコーナーガイド部（ 31,31a）
を備え、各コーナガイドレール部は離間したガイドレール（ 34）を有し、一方の該コーナ
ガイド部は第一の幅を有し、他方の該コーナガイド部は第二の幅を有し、該コーナガイド
レール部（ 31,31a）は該第一供給ガイドレール部（ 33）と該第二供給ガイドレール部（ 32
）との間に挿入されていて、該第一供給ガイドレール部（ 33）および該第二供給ガイドレ
ール部（ 32）はそれぞれ第一の幅または第二の幅をもって係合可能であることを特徴とす
る包装機械。
【請求項２】
請求項１に記載の包装機械であって、該フライト（ 60）は該第二コンベヤ（ 66）と取りは
ずし可能に取り付けられていることを特徴とする包装機械。
【請求項３】
請求項１に記載の包装機械であって、ガイドレール（ 34）に取り付けられている、選択的
に駆動可能なレーンブロックアセンブリを備えていることを特徴とする包装機械。
【請求項４】
請求項１に記載の包装機械であって、該ラグ（ 100,115）に取り付けられている充填ブロ
ック（ 108,121）を備えることを特徴とする包装機械。
【請求項５】
供給レーンを画定するレール（ 34）を有し、品物の直径に応じて品物を選択する品物選択
器を有する包装機械を使用して、品物を収容するような寸法を有する対応する容器の中に
異なる直径を有する品物を充填するための方法であって、
（ａ）第一の直径を有する品物を品物供給領域へ送り出す工程と、
（ｂ）第一の直径を有する前記品物を、該第一の直径を有する品物を収容する寸法の幅を
有する別個のレーンの中に配列する工程と、
（ｃ）前記第一の直径を有する品物を品物選択領域へ送り出す工程と、
（ｄ）前記第一の直径を有する所定の数の品物を選択して第一の品物グループを形成する
工程と、
（ｅ）第一の容器を供給し、該第一の容器を長手方向の経路に沿って搬送し、前記第一の
容器を前記第一の品物グループに整合させる工程と、
（ｆ）前記第一の品物グループを前記第一の容器の中へ移送する工程と、
（ｇ）前記レーンの幅を変更する工程と、
（ｈ）該品物選択器を品物の第二の直径にあわせる工程と、
（ｉ）該第二の直径の品物に適合するサイズの第二の容器を供給する工程と、
（ｊ）第二の直径を有する品物を前記品物供給領域へ送り出す工程と、
（ｋ）前記第二の直径を有する品物を、該第二の直径を有する品物を収容する寸法の幅を
有する別個のレーンの中に配列する工程と、
（ｌ）該品物選択領域に第二の直径を有する品物を送る工程と、
（ｍ）所定の数の前記第二の直径を有する品物を選択して第二の品物グループを形成する
工程と、
（ｎ）第二の容器を供給し、該第二の容器を前記長手方向の経路に沿って搬送し、前記第
二の容器を前記第二の品物グループに整合させる工程と、
（ｏ）該第二の品物グループを該第二の容器の中へ移送する工程と、
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（ｐ）前記（ａ）乃至（ｆ）および（ｊ）乃至（ｏ）の工程の間に、品物を連続的に駆動
することを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項５に記載の方法であって、前記工程（ｇ）において、前記レールの少なくとも一つ
の対応する位置を調節することにより、前記レーンの幅を変更することを特徴とする方法
。
【請求項７】
請求項５に記載の方法であって、前記工程（ａ）において、前記第一の直径を有する品物
を前記奈が手方向の経路に対して平行な方向に動かすことにより、前記第一の直径を有す
る品物を前記品物供給領域へ送り出すことを特徴とする方法。
【請求項８】
請求項７に記載の方法であって、前記工程（ｂ）において、前記第一の直径を有する品物
が別個のレーンの中に配列される際に、前記第一の直径を有する品物の運動方向が変更さ
れることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】

本発明は、包装機械、並びに、品物を容器の中に包装する方法に関する。より詳細には、
本発明は、連続運転する端部装填型の包装機械に関し、この包装機械は、フライトタイプ
の品物セレクタを用いて、所定の数及び所定の形態の品物グループを形成し、該品物グル
ープを、予成形された紙箱又はボール紙製のパッケージの如き容器の中に導く。

瓶又は缶の如き品物をボール紙の紙箱の如き単一の容器の中に包装するために、種々の包
装機械すなわちカートン詰め装置が設計されている。そのようなタイプの包装機械設備の
究極的な目的は同じであり、所望の数の品物を所定の配列で包装することであるが、その
ような目的を達成するための方法及び装置は様々である。一般に、品物は、何等かの手順
で、容器の寸法に概ね相当するようにグループ分けされ、次に、その品物グループを容器
の中へ搬送する。次に、最終的な処理工程として、その品物グループの周囲で容器を閉じ
る。そのような容器は、概ね平坦でその後品物グループの周囲で折り曲げられるような折
り目を有するボール紙の素材か、あるいは、その一端部を介して品物を容器の中へ導くよ
うになった部分的に形成された端部が開放された容器とすることができる。次に、フラッ
プを折り曲げて開放端を横断させ、そのフラップを互いに接合することにより、容器の端
部を閉じる。幾つかの従来技術の包装機械は、品物の選択機能、品物のグループ分けの機
能、及び、品物の包装機能を別個の工程で実行するので、フロープロセスを中断する必要
がある。
このプロセスフローを中断させる問題は、品物を別個のフロー経路に分割するためのガイ
ドレール、並びに、該ガイドレールと協働し、所定数の品物を拾い上げるすなわち掻き上
げ、その品物を品物グループに配列し、その品物グループを容器の中へ搬送するセレクタ
ウエッジすなわちセレクタフライトを用いるその後の包装機械において認識された。その
ような機械は、フローを中断することなく、品物を種々のタイプの容器の中へ包装するよ
うになされた、実質的に連続作動型の包装機械である。品物を開放端を有する紙箱すなわ
ちカートンの中へ装填するように特に設計された上記タイプの包装機械の例が、ランゲン
外（ Kangen　 et　 al.）の米国特許第３、 778、 959号に開示されている。この機械は、幾
つかの点においては、従来の機械よりも改善されているが、依然として制約を有しており
、各々の機械は、異なるプロセス運転の間に、種々の寸法を有する品物を種々の製品すな
わちパッケージの形態で包装するという機械的な柔軟性を欠いている、換言すれば、上記
ランゲン外の装置は、特定の直径を有する品物を特定の品物グループの形態に処理するこ
とに限定されている。このことは、今日においては、極めて広範囲の品物のタイプ並びに
寸法が包装されるということを考慮すると、深刻な制約である。また、上記機械は、反復
的な要素を備え、機械の構造的な機構を過度に複雑にする。
他の包装機械の設計が、カルバート外（ Calvert　 et　 al.）の米国特許第４、 237、 673号
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に開示されている。この機械も連続運転型の機械であって、ガイドレールを使用すると共
に、計量バーの形態のセレクタウエッジのタイプを採用している。上記計量バーは、比較
的大きく、機械全体を概ね横断し、品物を掻き上げて品物グループにし、その品物グルー
プを端部が開放された容器の各端部へ搬送する。この機械は、その設計に起因して、必然
的に多くの欠点を有するが、ガイドレール及び計量バーの構造も、異なる寸法の品物を容
易に包装することを不可能にしている。
上記タイプの連続運動型の包装機械の他の例が、アリーナ（ Arena）の米国特許第４、 887
、 414号に開示されている。この装置は、品物を実質的に平坦で折り目のあるボール紙素
材へ導くためのガイドレール及びセレクタウエッジを用いており、上記素材は、その後、
品物グループの周囲で折り曲げられる。この機械は、従来技術の装置に比較してかなりの
改善を示すが、特定の寸法の品物を特定の品物グループの形態で包装することに限定され
ている。
また、端部装填方法を用いて品物を容器の中に包装する包装機械は一般に、品物グループ
を配列して該品物グループ全体を端部が開放された容器の中へ横方向に導くか、あるいは
、品物グループを配列し、品物を互い違いの関係で端部が開放された容器の中へ搬送する
。端部が開放された容器を用いた場合に互い違いの品物を搬送することは、紙箱の中で品
物をより緊密に包装するという望ましい結果をもたらすことが分かっている。通常、一体
の品物グループを端部が開放された容器の中へ横方向に導く方法は、代表的な産業的な許
容値の範囲内で包装を行うために、品物の周囲で容器を緊密に形成する追加の工程を必要
とする。
上述の連続運転型の包装機械は、比較的高い速度を許容すると共に品物の包装作業を中断
させないが、その機械はいずれも、品物の直径の如き異なる寸法を有する品物を異なる製
品の形態で選択的に包装する能力において柔軟性を欠いている。この制約は、今日では、
極めて深刻であり、益々不都合なものとなっており、その理由は、現在の製品は、益々広
がる寸法の範囲及び多くの異なる製品の形態で販売されているからである。種々の品物の
寸法又は製品の形態を変更することは、追加の包装機械を使用するか、あるいは、可能で
あれば、異なる寸法又は形態の品物を包装するように、そのような包装機械を分解して再
建造することを必要とする。

本発明は、直径及び高さを含む種々の寸法を有する品物を選択的な製品グループの形態で
包装する能力があるという意味において、柔軟性の高い包装機械を提供する。本発明は、
形態の柔軟性、直径の柔軟性、高さの柔軟性、及び、紙箱のタイプの柔軟性という少なく
とも４つの柔軟性を許容する。形態の柔軟性は、品物を所望の製品グループの形態で容易
に包装することのできる機械の能力に関係する。パッケージ容器の中の製品グループの形
態とは、容器の中の品物の行及び列としての配列を意味している。本包装機械は、多数の
行及び列を容易に変更することを可能とする。
本発明の他の重要な利点は、種々の寸法を有する品物を包装できるというその能力である
。例えば、本機械は、種々の直径及び高さを有する瓶又は缶の如き品物を別個の製品運転
において包装するように、容易に調節することができる。また、本機械は、別個の製品運
転において、製品グループの形態を変更すると共により大きなあるいはより小さな直径を
有する品物を収容するように調節することができる。最後に、本機械は、多くの異なるタ
イプの容器すなわちカートンを受け入れるように容易に調節することができる。従って、
本発明の高い柔軟性は、従来周知の包装機械によっては現在得ることのできない累積的な
効果をもたらす。
上記高度の柔軟性を達成するために、本発明は、種々の製品の条件を変更するために単独
又は組み合わせて使用される多くの構造的な特徴を備えている。機械の長手方向の寸法に
対して角度をなして配列されたガイドレール、並びに、プロセスフロー経路が、品物が配
列されて搬送されるレーンを形成する。このレーンの幅は、ガイドレールの位置を調節す
ることにより、選択的に調節することができ、これにより、異なる製品運転において、異
なる直径を有する品物を受け入れることができる。しかしながら、ガイドレールの調節を

10

20

30

40

50

(4) JP 3649336 B2 2005.5.18

発明の摘要



可能とするためには、ガイドレールの他の協働する機械要素に対する関係を考慮すると、
独特の問題が生ずる。また、セレクタフライト型の包装機械において品物の直径を変更す
ることは、機械の他の種々の要素も調節可能とすることを必要とする。品物グループを変
更する時には、通常、セレクタフライトの楔状の形状選択端部を変更し、最適な品物の選
択を行う必要がある。そうでなければ、望ましくない力が品物に加わり、品物が損傷する
か、あるいは、機械のジャミング（詰まり）又は非効率的な機械の運転が生ずる。本発明
は、品物の寸法並びに製品の形態の変更を容易に許容し、品物の選択及びプロセスフロー
を最適にするためにセレクタフライトの交換を容易にする。
しかしながら、品物の直径を変更することは、品物グループの幅が変更されているので、
セレクタフライトの機構も調節可能とすることを必要とする。本発明は、品物の直径、並
びに、一連のフライトの間の品物の行数に応じて、セレクタフライトすなわちウエッジの
選択的な位相調節を行うことを可能とする。セレクタフライトは、２対の無端状駆動チェ
ーンの如き、位相調節機構を備えるコンベアによって担持される。別の調節手段が、変化
するウエッジを組み合わせ、フライトを位相調節する能力のある最適なウエッジの設計を
達成する。本発明のこの特徴は、特定の製品の直径及び製品の形態に対するウエッジの最
適な設計の決定、第２の製品の直径及び／又は形態に対するウエッジの最適な設計の決定
、並びに、「分割ウエッジ」すなわちフライトを生ずる上記ウエッジの設計の組み合わせ
を行うことを予定している。次に、ウエッジは、一連のウエッジが互いに入れ子式に嵌合
するか、あるいは、所望の製品運転に適する一体のセレクタフライトを形成するように組
み合わされるまで、位相調節される。第２の製品を処理するために、製品の形態又は品物
の直径を変更する時には、上記入れ子式に嵌合したセレクタフライトが離れるように位相
調節し、異なる直径を有する品物の製品運転を可能とするように包装機械を切り替えるこ
とができる。この場合には、セレクタフライトは「分割」しており、従って、一連のセレ
クタフライトの間に形成されるスペースすなわちポケットが分割されると考える。
他の変更可能な機械アセンブリは、容器すなわち紙箱（カートン）の搬送機構である。紙
箱搬送機構はまた、対をなす無端状の駆動チェーンの如き、直立する脚部を担持するコン
ベアも備える。これら脚部は、充填ブロックを支持すると共に、紙箱搬送コンベアに沿っ
て隔置された関係で配列され、空の紙箱が挿入されるスペースすなわちポケットを形成す
る。充填ブロックは、紙箱に接触し、先行する又は後続する紙箱フライトとして作用する
。容器の両側の一連の充填ブロックは、共通の垂直平面に沿って、容器に接触する。直立
する脚部及びこれら脚部に関連する充填ブロックも位相調節可能であり、これにより、紙
箱ポケットを分割し、異なる直径の紙箱を受け入れることができる。上記機械要素のそれ
ぞれの調節は、相互に大きく関連する。
従って、紙箱ポケットを分けるすなわち分割する紙箱フライトの位相調節は、セレクタフ
ライトも位相調節可能とし、これにより、横方向において整合された同じ寸法の品物グル
ープのポケットを形成することを必要とする。
本発明の上記各要素の協働により、柔軟性の高い包装機械がもたらされ、異なる品物及び
容器に対して単一の機械を容易に用いることが可能とする。従って、本発明の目的は、異
なる直径又は高さを有する品物を処理するように機械を切り替え、これにより、製品又は
品物の形態を容易に変更して種々の紙箱のタイプ及び寸法の紙箱を容易に使用することが
できるようにすることである。本発明は、効率的、連続的、且つ、高速の品物の包装を可
能としながら、上記目的を達成する。

図１は、本発明の包装機械の斜視図である。
図２は、品物供給機構、品物選択機構、紙箱搬送機構、及び、紙箱定置手段の平面図であ
る。
図３は、本発明のガイドレール調節手段の部分的な斜視図である。
図４は、ガイドレールの調節を破線で示す、品物供給機構の平面図である。
図５は、ガイドレールのコーナー部分の斜視図である。
図６は、品物選択機構の部分的な斜視図である。
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図 6Aは、内部に成形されたセレクタフライト溝の斜視図である。
図 6Bは、セレクタフライトがクロスバーに係合する状態を示す平面図である。
図 7A、図 7B、図 7C及び図 7Dは、品物セレクタフライトの異なる構造の部分的な平面図であ
る。
図８は、品物供給機構並びに品物選択機構の部分的な平面図である。
図 9A及び図 9Bは、異なる位相調節位置にある紙箱搬送機構の概略的な平面図である。
図 10A、図 10B及び図 10Cは、装填脚部及び後続脚部、並びに、これらに関連する充填ブロ
ックの分解斜視図である。
図 11は、紙箱搬送機構の一対のコンベアチェーンの部分的な斜視図である。
図 12は、フライトの幾何学的な設計の変形例を含むセレクタフライトの概略斜視図である
。

図１は、供給端 11及び出口端 12を有する包装機械 10を示している。包装機械 10の種々の要
素は、要素の形態として、別々のサポートフレームの中に組込んで該サポートフレームに
よって支持することができ、あるいは、上記種々の要素は、単一のサポートフレームの中
に組込むことができる。図面に示し且つ説明する実施例は、スチール製の単一のサポート
フレームを用いており、該サポートフレームの種々の要素は、その全体が符号ｆで示され
ており、上記サポートフレームは、本発明の各要素を支持するために必要な構造を有して
いる。包装機械 10は細長く、供給端 11から出口端 12まで長手方向に伸長している。包装機
械 10の基本的な作動要素は、品物供給手段 15と、品物選択手段 16と、容器搬送手段 17と、
紙箱定置手段 18とを備えている。品物選択手段 16及び容器搬送手段 17は各々、包装機械 10
の長さに沿って伸長する個々の長手方向の経路 P1及び P2に沿って配置されている。後に詳
細に説明するように、品物選択手段及び容器搬送手段は並置されており、品物を容器の中
へ容易に導くために時間同期された状態で機能する。プロセスフローの一般的な方向は、
上記長手方向の経路に沿って供給端 11から出口端 12に向かう方向であるが、品物は、上記
一般的なプロセスフローの方向をほぼ横断する方向に導かれる。
品物供給手段 15は、供給端 11から後方へ伸長する供給シュート 25を備えており、上記供給
シュートを介して品物Ａが供給される。品物供給手段はまた、品物を品物供給手段を介し
て品物選択手段 16へ積極的に搬送するために、供給シュート 25の上方に配置されているコ
ンベア 26を備えている。このコンベア 26はベルトコンベアとすることができ、適宜なモー
タ（図示せず）及びコンベアベルト 28によって駆動される駆動ローラ 27を備えている。
品物供給コンベア 26は、図２に示すように、品物選択手段 16付近から、品物供給シュート
25に沿って、後方へ伸長することができる。選択に応じて、品物は、品物ライン圧力によ
って、供給コンベア 26が品物を品物選択手段に向けて積極的に供給している点まで、品物
供給シュートを横断して搬送することができる。品物供給手段 15は更に、ガイドレールユ
ニット 29を備えており、該ガイドレールユニットは、品物供給シュートに沿って、紙箱搬
送手段 17に概ね隣接する点まで長手方向に伸長している。ガイドレールユニットは、紙箱
定置手段 18に概ね隣接する位置において、品物選択手段 16に向かって曲っている。図２は
、品物選択手段の長手方向の経路 P1、並びに、容器搬送手段の径路 P2に対してそれぞれ鋭
角をなしているガイドレールユニット 29を示している。ガイドレールユニット 29は更に、
ガイドレールのコーナー部分 31と、ガイドレールの曲り部分 32と、ガイドレールの供給部
分 33とを備えている。ガイドレールの上記各々の部分は、機械のサポートフレームｆから
懸架され且つ互いに隔置された平行なガイドレール 34を有しており、これら平行なガイド
レールは、品物供給シュート、供給コンベア及び品物選択手段から隔置されてそれぞれの
上方に位置している。ガイドレールユニット 29は、品物Ａを位置決めし、配列し、包装す
るための図２に示す作動位置へ品物を導く。従って、隔置された平行なガイドレール 34は
、所定の幅ｗを有する別個のレーン１を形成し、これらレーンに沿って品物が導かれる。
本発明の包装機械が、レーンの幅を調節可能にすることが重要な点である。この調節可能
性、並びに、本発明の他の調節可能な要素は、本包装機械が、個々のプロセス運転におい
て、種々の寸法を有する品物を種々のパッケージの形態に処理することを可能とする。
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ガイドレールの曲り部分 32及びガイドレールの供給部分 33から成るガイドレール 34は、プ
ロセスフローの一般的な径路に沿って、互いに関して横方向にすなわち水平方向に接近あ
るいは後退するように調節可能であって、レーンの幅を変化させることができる。水平方
向に配列された細長いビーム 35が、ガイドレールの曲り部分 32の上方のほぼ中央で、包装
機械の長手方向に伸長している。ビーム 35は、その下縁部に沿って、トラックすなわち軌
道の機能を果すダブテール型のフランジ 36を形成している。上記ダブテール型のフランジ
36と協働し且つ該フランジと摺動可能に係合しているのは、直線型の軸受 37である。ガイ
ドレールのサポート 38は、各々の直線型の軸受に固定され、該軸受から下方へ伸長してい
る。ガイドレールのサポート 38はまた、ガイドレールの曲り部分 32の対応するガイドレー
ル 34の頂縁部に固定して取り付けられている。品物選択手段 16の上方に設けられた第２の
ビーム 39の構造及び機能は、ビーム 35の構造及び機能と同じである。追加の直線型の軸受
及びガイドレールのサポートが、ビーム 39から下方へ伸長して該ビームに摺動可能に係合
しており、上記ガイドレールのサポートは、ガイドレールの曲り部分 32の関連するガイド
レールの外方端の上端部に取り付けられている。ガイドレールの供給部分 33の平行なガイ
ドレールは、同様な要素を用いて調節することができる。最外方の最も長いレール 40の如
き部分 32の１つのガイドレールが、ビーム 35、 39に対して動かないように固定されるのが
好ましい。従って、ガイドレールの曲り部分のガイドレールを、包装機械の長手方向のす
なわち細長い寸法において、ビーム 35に沿っていずれかの方向に調節し、レーン１の幅を
変えることができる。
図３に示すように、部分 32のガイドレール 34は、レールの内側端部分 41を有しており、該
内側端部分の水平方向の幅は、その関連する外側端部分 42の水平方向の幅よりも大きい。
従って、レールの外側端部分 42の底縁部は、品物供給部分 15及び品物選択部分 16の上方で
、レールの端部分 41の底縁部よりも大きな距離だけ隔置されている。この構成は、上記ガ
イドレールに切欠部すなわちノッチをもたらし、後に更に説明するように、品物選択手段
16及びガイドレール 34の動的な協働を可能とする。
図３はまた、長手方向の経路 P1に沿って、コンベア 28と容器搬送手段 17との間に設けられ
たベッドプレート・アセンブリ４を示している。ベッドプレート４は、コンベア 28の頂部
及び紙箱搬送手段 17と同じ水平方向の平面に位置する水平方向に設けられた平坦なスライ
ドプレート５を備えており、これにより、該スライドプレート５の上方で品物を自由に摺
動させ、容器搬送手段 17の頂面に設けられた容器の中へ入れることが可能となる。ベッド
プレート４は、選択に応じて、直立したベッドプレート・ガイド６を備えることができ、
該ベッドプレート・ガイドは、調節可能なガイドレール 34のすぐ下に設けられ、ガイドレ
ール 34と同じ幅を有している。従って、ガイドレール 34と垂直方向において整合されるベ
ッドプレート・レール６は、レーン１の下方部を形成し、レーン１を通って品物選択手段
16へ搬送されている品物を安定化する役割を果たす。最後のベッドプレート・レール７が
示されており、このベッドプレート・レールは、レール６よりも幅が広く、最後の最も長
いガイドレール 40の下方に設けられている。ベッドプレート・レール６、７は、取付具８
の如き適宜な手段によって、ベッドプレート５に固定的に取り付けられると共に、３つの
部分として隔置され、これら部分の間に通路９を形成しており、これら通路は、該通路を
貫通する直立したセレクタフライト取付具 82を収容する。図３には、１つの通路９だけが
示されている。ベッドプレート５、及び、ベッドプレート・レール６、７は、品物がベッ
ドプレートを横断して容易に摺動することができるように、ナイロン又はプラスチックの
如き低摩擦合成材料から形成されるのが好ましい。ベッドプレート・レールを用いる場合
には、部分 32のガイドレール 34の位置が変ると、ベッドプレート又はベッドプレート・レ
ールを変える必要がある。
レーン阻止装置又はレーンブロック・アセンブリ 19が、各々のレーン１の一側部に沿って
、ガイドレール 34の上面に設けられており、これにより、品物供給手段 15を介して品物選
択手段 16の方へ運ばれている品物の流れを選択的に阻止する。レーンブロック・アセンブ
リは、直立し且つ平坦な支持ブラケット 20を備えており、該支持ブラケットは、空圧式の
ピストンシリンダ・アセンブリ 21の如きアクチュエータを水平方向に支持すなわち担持す
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る。ピストンロッドに取り付けられたクレビス 22が、垂直方向下方へ伸長する枢駆動 24に
固定されたストラップ 23を枢動させる。枢動軸 24は、その下方端が支持されており、ガイ
ドレール 34の狭い外側端部 42を貫通するガイドレール 34によって軸受けされている。垂直
な枢動軸 24の下方端に固定的な関係で取り付けられているのは、レーンストッパｓである
。レーンブロック・アセンブリ 19用の制御機構はここでは説明しないが、ピストンシリン
ダ・アセンブリ 21を選択的に作動させることのできる適宜な通常の空気圧制御アセンブリ
が適している。アセンブリ 21が作動すると、関連するピストンロッドが外方へ押され、ク
レビス 22が、ストラップ並びに垂直な枢動軸を回転させる。これにより、ストップｓが回
転して隣接するレーンの中へ入り、従って、品物選択手段 16へ向かう品物の流れを中断さ
せる。本包装機械は、レーンの幅を調節可能とするので、レーンブロック・アセンブリは
、ガイドレール 34に取り付けられるのが好ましい。他のレーン阻止アセンブリも適してい
るが、レーンブロック・アセンブリを選択する時には、作動可能な品物供給レーンをシフ
トすることができることを考慮する必要がある。しかしながら、レーンブロック装置をガ
イドレールに組み込む場合には、レーンブロック・アセンブリを位置決めするための追加
の調節手段を設ける必要はない。また、上述のアセンブリ 19は、レーン１の側部からレー
ンストップｓを挿入し、従って、品物が存在している場合でも、上記ストップを品物の流
れの中へ挿入することができる。この機能は、特定の品物のグループが形成されるのを阻
止するに十分な精度で、品物が品物選択手段 16へ入るのを停止させることを可能とする。
これにより、間違ったあるいは不適当に形成されたグループを検知した場合に、品物のグ
ループを飛ばすことが可能とする。
ガイドレール部分 32のガイドレール 34の前方端は、容器搬送手段 17の内側縁部部分に概ね
隣接する位置まで伸長している。ガイドレール・アンカー 43が、ガイドレールの曲がり部
分 32の後方端において、ガイドレールに取り外し可能に取り付けられている。アンカー 43
は、細長いロックバー 44を有しており、該ロックバーは、このロックバーを貫通する開口
45を形成している。上記開口 45を通って下方へ伸長しているのは、ロックボルト 46の内ネ
ジを有するシャンクである。ボルト 46は、直立するサポート 47によって形成される内ネジ
を有する開口に収容されて該開口の中へねじ込まれており、上記サポートは、図５に示す
ように、ガイドレールの曲がり部分のガイドレールの上縁部に係合して該上縁部に固定さ
れている。また、アンカー 43の一端部は、水平方向に伸長するアンカーサポート 48に係合
しており、該アンカーサポートは、包装機械のフレームｆに取り付けられている。アンカ
ー 43は、部分 32のガイドレールが選択的に調節された後に、上記ガイドレールの各部分を
互いに固定するために使用される。アンカー 43とは異なる間隔を有するボルトを具備する
他のアンカー手段を設け、ガイドレール 34を別の位置に固定するのが好ましい。ガイドレ
ールのコーナー部分 31は、ガイドレールの曲がり部分の後方端すなわち供給端に位置して
いる。ガイドレールのコーナー部分 31の各ガイドレール 34は、互いに固定されており、調
節可能ではない。ガイドレールのコーナー部分 31のガイドレールは、サポートフレーム 49
によって、コンベアベルト 28の上方で隔置された関係で支持されている。サポートフレー
ム 49は、水平方向に配置された曲がったサポート 50を備えており、該曲がったサポートは
、下方に伸長するアーム 51を担持している。アーム 51が、ガイドレールのコーナー部分 31
のガイドレール 34の上縁部に固定されており、これにより、上記ガイドレールは、互いに
関して永続的に固定された関係にある。ガイドレールのコーナー部分 31のガイドレールは
、互いに固定されなければならず、従って、ガイドレールの曲がり部分 32のガイドレール
にとりつけられていない。この構成は、ガイドレールの曲がり部分に直線的なすなわち長
手方向の調節性を与えるためのものである。ガイドレールの曲がり部分 32のガイドレール
の長手方向の調節は、これに対応してガイドレールのコーナー部分 31のガイドレールの調
節を行わないので、追加のガイドレールのコーナー部分を設けて異なる直径を有する品物
の処理を容易にする必要がある。調節可能性を容易にするために、種々の幅を有するレー
ンを形成するために隔置されたガイドレールを有する上述の如き幾つかのガイドレールの
コーナー部分が、包装機械に取り付けられている。図５は、そのような２つのガイドレー
ルのコーナー部分 31、 31aを示しており、これらコーナー部分は、同一の要素を有してい
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る。しかしながら、これら２つのコーナー部分のそれぞれのガイドレールの間の間隔は異
なっており、ガイドレールの曲がり部分の異なる調節に適合するようになされている。各
々のガイドレールユニット 31、 31aが、直線型の軸受 52に設けられており、これら軸受は
、包装機械のサポートフレームのダブテール型のトラックすなわち軌道 53に摺動的に係合
している。ガイドレールユニット 31、 31aは、ピン 54によって、サポートブラケット 55上
で摺動可能に支持されており、これにより、各々のガイドレールのコーナー部分が独立し
て枢動してガイドレールの曲がり部分 32との作動的な整合から外れ、直線型の軸受 52によ
って、フランジ 53に沿う位置から滑り出し、これにより、異なるレーン幅を形成する他の
ガイドレールのコーナー部分が、ガイドレールの曲がり部分 32と作動的に整合することを
許容する。
図４は、協働的に整合するガイドレールのコーナー部分 31及びガイドレールの曲がり部分
32を示している。また、破線で示されているのは、ガイドレールの曲がり部分のそれぞれ
のガイドレールであって、これらガイドレールは、ビーム 35、 39に沿って矢印で示す機械
の流れ方向に側方へ摺動させることにより、調節されている。この調節により、ガイドレ
ールの曲がり部分の並置されたガイドレール 34の間に形成されたレーン１の幅の調節が行
われる。図４はまた、ガイドレールのコーナー部分 31と、破線で示すガイドレールのコー
ナー部分 31aとを示しており、このコーナー部分 31aは、調節された後のガイドレールの曲
がり部分 32のガイドレール 34に整合した状態で示されている。従って、本発明の包装機械
が、ガイドレールの調節可能性を可能とし、これにより、異なる且つ変動する直径を有す
る品物を機械の連続運転の間に処理あるいは包装することができることは明らかである。
また、上述の調節可能性の特徴は、プロセスを極力中断することなく、包装機械 10のガイ
ドレールの部分を簡単且つ容易に調節することを可能とする。
品物選択手段すなわち品物セレクタは、品物供給手段すなわち品物インフィードと協働し
て所定数の品物を選択し、該品物を品物グループに配列する。異なる直径の品物を処理す
るこの包装機械の能力の機能は、品物セレクタ 16の調節可能性である。品物セレクタは、
該セレクタ 16の長手方向のフロー経路を横断するように水平方向に配列された細長いフラ
イト 60を用いるフライト型の品物選択機構であって、ガイドレールの曲がり部分 32のガイ
ドレールの外側端部分の間に形成された品物供給レーンから品物を取り出す。各々のフラ
イトは、楔状の選択端 61を備えており、該選択端は、前方頂点すなわち点 62と、上記フラ
イトの後縁部 64に向かって曲がり後方に向かってテーパ形状をなしている傾斜面 63とを備
えている。頂点 62は、必要に応じて、若干丸くすることができる。各々のフライトの後縁
部 64に対向しているのは、先縁部 65である。フライトの選択端 61の構造的な特定の設計は
、選択される品物の直径に応じて変えることができる。幾つかの場合においては、同じ選
択端の設計が、異なる直径（直径が接近している場合には特に）を有する品物に対して満
足する機能を果たすことができるが、特定の品物の直径に対して不適当に設計されたセレ
クタフライトが、品物の損傷、並びに、包装機械のジャミングすなわち詰まりを生じるこ
とが多い。本発明は、異なる直径を有する品物を処理するように設計されているので、品
物セレクタ 16は、特定の品物に対して最適なウエッジ又はフライトの設計を使用すること
を許容する調節可能性を備えている。
品物セレクタ 16は、図６に示すように、４つの別個のコンベアチェーン 67、 68、 69、 70を
有するコンベア 66を備えている。これらのコンベアチェーンは、供給端 11付近から長手方
向の経路 P1に沿って無端状の形態で長手方向に伸長し、出口端からある距離を置いた点で
終端となっている。Ｃ字形状の細長いコンベアチェーン・ガイド 57が、コンベアチェーン
に対する構造的なサポートをもたらしている。このタイプのチェーンコンベアは、当業界
において周知であり、駆動軸並びにこれに関連する駆動ギアを備えており、これら駆動軸
及び駆動ギアは、コンベア駆動装置を形成している。コンベア駆動装置 71は、ドラフトシ
ャフト 72と、外側駆動ギア 73a、 73bと、内側駆動ギア 74a、 74bとを備えている。品物セレ
クタ 16はまた、チェーン同調セレクタ 75を備えており、該チェーン同調セレクタの機械的
な歯車列及び要素は、コンベア 66と協働して機能する。チェーンコンベア装置の１又はそ
れ以上のチェーンをチェーンコンベア装置の他のチェーンに対して選択的に同調あるいは
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移動させるチェーン同調セレクタ 75の如きコンベア同調機構は、当業界において周知であ
り、これ以上詳細には説明しない。コンベアチェーン 67、 68、 69、 70は、各々のコンベア
リンクに設けられて水平方向に伸長する脚部ブラケット 76を支持している。各々のコンベ
アチェーンに沿って隔置され且つ脚部ブラケット 76によって支持されているのは、直立す
る脚部 77である。脚部 77は、ピン 79によって脚部ブラケット 76に取り付けられて水平方向
に伸長している脚部ベース 78と、上方に突出し且つ内方に伸長しているＬ字形状のクロス
バー・サポート 80とを備えている。各対をなす脚部は、図６に示すように、Ｌ字形状のク
ロスバー・サポート 80が互いに内側を向いた状態で、配置されている。外側チェーン 67、
70に取り付けられた対応する脚部は、互いに対をなし、また、同様に、内側チェーン 68、
69に取り付けられた対応する脚部も互いに対をなしている。対をなす脚部 77は、コンベア
66に沿って配列され、各脚部の対は、内側チェーンあるいは外側チェーンに交互に取り付
けられている。例えば、図６は、外側チェーン 67、 70に取り付けられた第１の対の脚部、
内側チェーン 68、 69に取り付けられた第２の対の脚部、外側チェーン 67、 70に取り付けら
れた第３の対の脚部等を示している。この脚部及びチェーンの配列は、選択されたチェー
ン及びこれに関連する脚部を関連していないチェーンの脚部に対して位置同調させること
を可能とする。
この実施例においては、内側チェーン 68、 69は同調チェーンであり、コンベア 66に沿って
位置決めし直すことができる。チェーン同調セレクタ 75はコンベア 66に機械的に接続させ
ており、これにより、チェーン 68、 69の開始位置は、チェーン 67、 70の開始位置に対して
相対的に段階的に変えることができる。この構成により、内側チェーンに関連する脚部は
、外側チェーンに関連する脚部に対して相対的に動かすことができる。従って、内側チェ
ーンは、一連の対の脚部の間の距離を増減し、あるいは、除去するように同調、すること
ができ、従って、各脚部の間の容器用のスペースすなわちポケットの寸法を増大あるいは
減少させる。内方に突出する脚部のＬ字形状の部分は、横方向に伸長する細長いクロスバ
ー 81のためのベースを形成する。脚部サポートの上方に位置していてクロスバー 81から上
方に突出しているのは、フライト保持ピンすなわちファスナ 82である。保持ピン 82は、拡
大した頭部 83を有している。
フライト 60は、該フライト 60の中に形成されたファスナ 82及びスロット 84の協働作用によ
り、クロスバー 81上で取り外し可能に保持されている。フライトは、ナイロン又はプラス
チックの如き低摩擦合成材料から射出成形されるのが好ましい。フライトは、ファスナ 82
を収容するように位置決めされたスロット 84を形成するように成形される。スロット 84は
、ファスナの頭部を収容する寸法を有する拡大された部分を備えている。スロット 84はま
た、拡大された部分よりも直径が小さい細長い溝 86を有している。細長い溝 86は、ファス
ナ 82のシャンク 87の直径に概ね等しい幅を有している。フライト 60は、拡大された凹所 85
と細長い溝 86との交点に、内方に伸長する突起すなわち止め部 88を形成しており、この止
め部は、細長い溝 86の上記位置における幅を効果的に減少させている。たわみスロット 91
が、止め部 88付近でフライト 60に形成されており、上記たわみスロットは、ファスナ 82の
シャンクによって与えられる力、並びに、フライト 60の合成材料の固有の弾性により止め
部 88が動くことを許容する。スロット 91が、止め部 88の運動を許容するので、ファスナ 82
のシャンクを止め部 88を越えて押し込み、溝 86の中に取り外し可能に保持することができ
る。このようにすると、フライトは、フライト保持ファスナ 82に対して取り外し可能に係
合される。従って、フライトの他の要素は、フライト自体の表面に直接組み込まれる。こ
のようにして、フライト 60は、ファスナ 82から容易に取り外され、また、該ファスナに容
易に再定置され、これにより、異なる直径を有する品物を受け入れるために調節を必要と
する場合には、フライトの迅速な交換を可能とする。新しいフライトを取り付けたり取り
除くためには、別の保持要素すなわち固定装置を全く必要としない。
既に説明したように、フライトの選択端 61の形状は、選択された品物の直径及び後に述べ
る他の変数に応じて、特別に設計する必要がある。幾つかの場合においては、楔型の選択
端 61の特定の設計が、種々の直径を有する品物を選択するように満足に機能するが、極め
て効率的で最適な品物の選択を行うためには、選択端の設計、すなわち、ウエッジ（楔）
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の幾何学的名構造を変える必要がある。
ウエッジの幾何学的な形状を決定する際には、ウエッジの幅を計算しなければならない。
ウエッジの幅は、機械のピッチ、品物すなわち製品の直径、一連のウエッジすなわち品物
列の間で選択されるべき品物の数、品物の間隙の距離、並びに、ガイドレールの曲がり部
分 32と機械フローの長手方向との間の角度に依存する。フライトタイプの総ての包装機械
は、特定のピッチに設定される。セレクタフライトに関連する包装機械のピッチは、セレ
クタフライトすなわちウエッジ 60のある点から並置されたフライトの同じ点までの距離に
等しい。機械のピッチは、機械の設計の際に予め設定されるが、本発明においては、チェ
ーン同調セレクタ 75の如き同調機構によって変更することができる。一般に、フライトタ
イプの選択包装機械のフライトのピッチは、 254mm（ 10インチ）乃至 381mm（ 15インチ）に
予め設定される。従来周知の包装機械のセレクタフライトのピッチは固定されているが、
本発明のセレクタフライトのピッチは調節可能である。フライトすなわちウエッジの幅（
mm）は、下式によって良好に決定されることが分かった。
ww＝Ｐ－ cosα［（ｕ－１）ｄ＋２｛（ d/2） /cosα｝］－ C1
上式において、ｐは、機械のピッチであり、ｕは、品物列すなわち一連のセレクタフライ
トの間の品物の数であり、αは、部分 32のガイドレール 34と長手方向の経路すなわち機械
のフロー方向との間の鋭角である。 C1は、間隙距離である。フライトセレクタの幅を決定
する際には、また、一連のウエッジの間の差を決定する際には、品物の間隙を許容する距
離を考慮しなければならない。この品物の間隙距離 C1は、必要なファクタであり、その理
由は、一連のフライトの間には、品物を製品グループの形態に配列する力を受け入れるた
めのある距離を設けなければならず、また、特に瓶の如き幾つかの品物は、若干変動する
直径を有するからである。間隙距離 C1は任意の値であり、 0.794mm（ 1/32インチ）乃至 2.3
8mm（ 3/32インチ）の範囲にあるのが最適であることが分かっている。上記式を用い、ま
た、上記ファクタを考慮することにより、ウエッジの幅 wwが計算される。
楔型の端部分 61の幾何学的形状を次に決定する。図 12を参照すると、下式に従って、高さ
ｈを最初に決定しなければならない。
ｈ＝（Ｕ－１）・ｄ・ SINα＋［｛（ d/2） /cosα｝－（ d/2）］／（ TANα）
ｈを計算した後に、距離をフライトセレクタの設計に含め、これにより、後方に向かって
テーパ形状になった曲面 63の無期を決定することができる。計算されたウエッジの幅 wwを
用いて、先縁部 65及び後縁部 64を描き、平行な縁部 64、 65に対して直角な線すなわち軸線
56で終端させる。図 12に示すように、 12.7mm（ 1/2インチ）あるいは約 12.7mmの半径を有
する円 57を描く。この円は、軸線 56及び縁部 64が交差する点において、後縁部 64に接触し
ている。従って、交点 58は、後縁部 64が円 57に対して接線として接触する点である。図 12
は、軸線 56の一部が円 57の直径になっている関係を示している。軸線 56と先縁部 65との交
点 59は、図 12に示すように、ｈをそこから引くべき点である。点 59からの先縁部 65の延長
部となるｈの値は、頂点 62で終端となっている。次に、曲がった後縁部 63を構成する線を
頂点 62から後縁部 642向かって後方に引き、これにより、線すなわち縁部 63を円 57に対す
る他の接線とする。この接線は、点 58aで円 57に接する。従って、セレクタフライト 60の
後方に向かってテーパ形状になっている縁部 63が確立され、選択端 61に対する満足すべき
ウエッジの形状を形成する。
頂点 62おけるフライトセレクタの端部が若干丸くされ、また、縁部 63及び縁部 64の交点に
おけるセレクタフライトの後縁部も丸くされて交点 58と交点 58aとの間の円 57の円弧に合
致する場合には、セレクタの端部 61の幾何学的形状が改善され、より効率的でより円滑な
品物の選択を可能とすることが分かった。また、包装機械 10が高速で作動している時のセ
レクタウエッジの性能は、距離ｈをある程度増大させると向上することが分かった。この
増大させる距離 C2は、下式を用いて計算される。
C2＝（ 90－ｘ）（ 0.015インチ）
上式において、ｘは、上式を用いて最初に決定された後縁部 63とガイドレールの部分 32の
ガイドレール 34との間の角度γに数値的には等しい無次元値である。次に、インチで表さ
れる値 C2をｈに加え、新しい距離 h1に到達させる。この新しい距離 h1は、選択に応じて、
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ｈと置き換えられ、次に、上述の変数及び手順を用いて、その結果生じた選択端 61を再度
計算して、図 12に示すように異なる角度で配列された新しい縁部 63aに到達させることが
できる。上記式にｈを用いた選択端 61の形状は、フライト 60が適正に機能することを可能
とするが、上述のように h1を代わりに用いた場合には、約 76.2m/分（ 250フィート／分）
に達するような高い速度で最適に機能することが分かった。図 12の幾つかの線は、図示を
明瞭にするために、延長されあるいは破線で示されている。
選択端 61の端部とは反対側のフライト 60の端部 89は、図２に示すように、容器搬送手段 17
の上の容器Ｃの開放端付近まで伸長する必要がある。フライトの端部 89は、選択端 61より
も小さな垂直方向の寸法を有している。
図 7A乃至図 7Dは、種々の形状又は設計を有すると共に、種々の製品グループの形態を有す
る品物を選択するように種々の位置へ位相調節されるフライトを示している。図 7Aにおい
ては、フライト 60は、約 152.4mm（６インチ）のピッチに位相調節され、２列の品物すな
わち４行を有する「ツーアップ（ two　 up」の形態を選択している。この選択により、図 7
Aに示すように、８つの品物から成る容器の形態が生ずる。図 7Bは、約 305mm（ 12インチ）
のピッチにあり、全部で 12の品物に対して４行を有する「スリーアップ（ three　 up）」
の形態を選択している別のウエッジの設計を示している。図 7Bはまた、例えばレーン阻止
アセンブリ（図示せず）によって阻止されている２つのレーンを示しており、上記レーン
阻止アセンブリは、上記レーンに品物が入るのを阻止している。作動しているレーンすな
わち、品物セレクタ 16へ移動している品物を有するレーンの数は、選択された製品グルー
プの形態の中にある品物の行の数を決定し、一方、一連のフライトの間に形成されたスペ
ースすなわちポケットの幅は、列の数を決定する。
図 7Cは、入れ子式のウエッジを形成する品物セレクタ 16の位相調節性を使用する例である
。図 7Cにおいては、内側チェーン 68、 69は位相調節され、これにより、これらそれぞれの
チェーンに関連する脚部は、外側チェーン 68、 70の次の脚部にすぐ隣接して位置している
。従って、図 7Cに示すフライトは、入れ子式の関係で直接並置されている。図 7Cに示す複
合されたすなわち入れ子式のウエッジの形状は、４行及び４列の品物を有する製品グルー
プの形態を選択することを可能とするように計算されている。
従って、本発明を用いた場合には、基本的な製品の直径を最適にあるいは少なくとも許容
しうるように選択することができる複合された入れ子式のウエッジ形状を設計することが
可能であり、更に、そのような入れ子式のウエッジを離して位相調節し、これにより、異
なる直径を有する第２の製品をうまく選択することを可能とする。選択に応じて、そのよ
うなフライトの入れ子式の関係においては、内側コンベアチェーンに関連するフライトで
あろうと、外側コンベアチェーンに関連するフライトであろうと、他方のフライトグルー
プを交換することを必要とせずに、一組のフライトを容易に取り除いて交換することがで
き、これにより、異なる直径を有する第２の品物グループを処理することができる。図 7D
は、５つの列を有する４つの行すなわちフォーアップ（ four　 up）の製品グループを選択
する他の構成を示している。
容器すなわち紙箱の搬送手段 17は、品物セレクタ 16に隣接し且つ該品物セレクタに沿って
長手方向に伸長し、概ね供給端 11から出口端 12まで、機械 10の細長い寸法の中に長手方向
の経路 P2を形成している。容器搬送手段 17はまた、チェーンコンベアを備えており、この
紙箱搬送手段 17のチェーンコンベア 17は、コンベア 66と同様であるが、駆動軸及びアイド
ラ軸に対して摺動可能に係合することにより、左側及び右側の対のチェーンが互いに向か
ってあるいは離れることを許容する手段も備えている点が異なっている。紙箱搬送手段 17
のチェーンコンベアは、脚部のタイプ及び脚部の取り付けにおいても異なっている。この
ようなタイプの位相調節可能及び幅調節可能なチェーンコンベアは、当業界において周知
である。
図１及び図２に示すように、紙箱搬送手段 17は、直立した先行するする及び後続する容器
保持フライトすなわち脚部を備えており、これら脚部は、その間にポケットを形成してお
り、これらポケットの中に、紙箱すなわち容器が、紙箱定置手段すなわち紙箱プレーサ 18
によって定置される。図 10Aは、押圧するすなわち後続する脚部アセンブリ 100を備えてお
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り、この脚部アセンブリは、Ｕ形状の直立する脚部本体 101を備えており、この脚部本体
は、その下方端に沿って形成されたチェーン取り付けブラケット 102を有している。ピン 1
03が、容器搬送チェーンコンベア 106の外側チェーン 105に脚部 101を取り付けている。押
圧脚部はまた、水平方向に伸長する上方及び下方のガイドピン 107、 107aも備えている。
脚部アセンブリ 100はまた、押圧脚部充填ブロック 108も備えている。充填ブロック 108は
、下方の嵌合スロット（図示せず）が下方のピン 107aと協働し、また、上方の嵌合スロッ
ト 109が上方のピン 107の中へ入ることにより、押圧脚部 101のＵ形状の部分の中に収容さ
れるようになされている。充填ブロック 108は、プラスチック又はナイロンの如き合成材
料から形成されるのが好ましく、また、嵌合スロット 109の直ぐ下方に変形スロット 110を
画成するように形成されている。スロット 109の直径は、充填ブロックが上方のピン 107に
圧力嵌めされ、これにより、ピン 107が嵌合スロット 109と完全に係合するように摺動する
まで、スロット 109とスロット 110との間に形成されたアーム 111が変形してスロット 110の
中へ入るようにするような寸法になされている。止め部 114は、ピン 107を離すための力が
加えられるまで、ピン 107を嵌合スロット 109に保持する。このようにすると、充填ブロッ
ク 108は、押圧脚部 101に取り外し可能に係合される。また、充填ブロック 108は、横方向
に伸長する歯 113の間に形成されて水平方向に伸長する溝 112も備えている。充填ブロック
118は、容器Ｃが容器搬送手段 17の上で搬送される間に、容器に接触するようになされて
いる。
容器搬送手段 17はまた、保持するすなわち先行する脚部アセンブリ 115も備えている。脚
部アセンブリ 115は、直立したＣ字形状の保持脚部 116を備えており、該保持脚部は、その
下方端に三角形のブラケット 117を形成している。ピン 118は、図 11に示すように、脚部 11
6をチェーンコンベア 106の内側駆動チェーン 119に取り付けている。脚部 116はまた、水平
方向に伸長するガイドピン 120、 120aを備えており、これらガイドピンは、脚部 101の関連
する要素 107、 107aと同じように機能する。アセンブリ 115は、保持脚部の充填ブロック 12
1も備えている。充填ブロック 121は、下方ガイドピン 120aと嵌合するようになされた下方
嵌合スロット 122と、上方ガイドピン 120と係合するようになされた上方嵌合スロット 123
とを備えている。変形スロット 124は、スロット 123の下方に形成され、ガイドピン 120が
スロット 123の中へ押し込まれる際に、アーム 125が変形することを許容する。充填ブロッ
ク 108と同様に、止め部 126におけるスロット 123の最初の幅は、ピン 120の直径よりも若干
小さく、これにより、ピン 120がスロット 123の中へ押し込まれる際に、アーム 125は下方
へ変形してスロット 124の中へ入り、ピン 120が、スロット 123の中に完全に収容されるよ
うにする。これにより、充填ブロック 108に関連して上に説明したのと同じ係止機構が提
供される。図 10Cは、充填ブロック 121が脚部 116の中へ挿入される状態を示している。
図 11は、コンベア 106の一対の駆動チェーン、すなわち、外側チェーン 105及び内側チェー
ン 119を示している。コンベア 106は、チェーンコンベア 66と同様に、関連する脚部（図示
せず）を担持する内側及び外側の駆動チェーンから成る第２の対の駆動チェーンを備えて
いる。各々のコンベアチェーンの対の外側チェーン 105は、後続する脚部すなわち押圧脚
部 101を担持しており、一方、コンベアチェーンの各対の内側チェーン 109は、先行する脚
部すなわち保持脚部 116を担持している。図 11は、コンベア 106のテークアップ端すなわち
アイドラ端を示している。コンベア 66に関して上に説明したように、内側チェーン 119は
、チェーン位相調節セレクタ 130を用いて、外側チェーン 105に対して同様に位相調節可能
であり、これにより、脚部アセンブリ 115を最初に、脚部アセンブリ 100に関して選択され
た位置に位置決めすることができる。これにより、押圧脚部と保持脚部との間の領域すな
わち容器ポケットを選択的に変えることができ、従って、異なる製品群に関して異なる幅
の容器Ｃを与えることができる。また、チェーン 105及び 119の如き内側及び外側のチェー
ンから成る各々の組は、互いに関して接近あるいは離れるように横方向に調節可能であり
、これにより、種々の深さを有する容器Ｃを異なる製品群に搬送することができる。
品物セレクタ 17は、チェーンコンベア 106に対して作動的に接続されたチェーン位相調節
セレクタ 130を備えている。チェーン位相調節セレクタ 130は、セレクタ 75と構造的に同じ
であり、内側駆動チェーン 119を選択的に位相調節するように作動する。例えば、チェー
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ン位相調節セレクタ 130は、内側チェーン 119の脚部を位相調節し、一連の押圧脚部と保持
脚部との間の容器ポケットすなわち領域を分割するために使用することができる。これに
より、各々のポケットを半分に分割することにより、ポケットの数を二倍にすることが可
能となり、従って、品物が充填される容器の数を二倍にすることができる。例えば、図 1A
は、共に約 305mmのピッチにある品物セレクタ 16及び品物搬送手段 17を概略的に示してお
り、これら品物セレクタ及び品物搬送手段は、 12パックの形態に関する「スリーアップ」
すなわち３行４列の形態の品物グループを処理する。約 76.3m/分（ 250フィート／分）の
代表的な線形速度は、１分間当たり 250の包装した容器、すなわち、１分間当たり 3,000の
包装された品物を生産する。図 9Bは同じ要素を示しており、これら要素においては、押圧
フライトアセンブリ 100及び保持フライトアセンブリ 115が、約 125mm（６インチ）のピッ
チに効果的に設定されるように押圧されている。従って、各々の脚部は共に、押圧脚部及
び保持脚部として機能する。この時点において、一連の脚部の間のポケットは、４つの列
を有する「ツーアップ」の形態に対して２つの列を収容する寸法になされている。従って
、容器は、 12パックの容器から８パックの容器に変えられている。約 76.3m/分（ 250フィ
ート／分）の代表的な線形速度においては、同じ機械が、１分間当たり８パック入りのパ
ッケージを 500個を処理する。、すなわち、１分間当たり 4,000の品物を処理する。従って
、紙箱搬送手段のポケットを分割することにより、機械の効率を増大させることができる
。従来技術のフライトタイプの連続運動型の包装機械と同様に、容器搬送手段の先行する
脚部と後続する脚部との間のポケットを、一連のセレクタフライトの間に形成されたポケ
ットと横方向において整合させる必要がある。それぞれのポケットは、連続して隣接し、
経路 P1及び P2にそれぞれ沿って、プロセスフローの一般的な方向に時間同期された状態で
移動する。従って、セレクタフライトも、上述のように、紙箱搬送手段の脚部の位相調節
に対応するように位相調節する必要がある。
容器搬送手段 17はまた、容器を立てたり調整する助けをする容器安定化レール 125も備え
ている。容器安定化レール 125は、種々の高さを有する容器を受け入れるようにその高さ
を調節可能である。紙箱あるいは容器を調時された関係で容器搬送手段 17の上に置くこと
のできる通常の紙箱プレーサ 18が、容器搬送手段の供給端に設けられ、端部が開放された
からの容器すなわち段ボールの紙箱を、容器搬送手段 17のコンベア 106から突出する一連
の先行する及び後続する脚部の間に設け、少なくとも部分的に立てる。
上述のように、容器搬送手段は、品物セレクタ 16と時間同期された関係で作動し、また、
先行する及び後続する一連の容器の脚部すなわちフライトの間に形成されたスペースは、
一連のセレクタフライトの間に形成されたスペースに等しい。従って、図２に示すように
、端部が開放された容器が、セレクタフライトの間の形成された品物グループのポケット
に隣接して位置決めされ、品物セレクタ 16から品物を受け取る。
作動の際には、特定の高さ及び直径を有する品物が、ガイドレールの供給部分 33を横断し
て、ガイドレールのコーナー部分 31のガイドレール 34によって形成されたレーンの中に送
り込まれる。次に、品物Ａは、コンベア 28によってガイドレールのコーナー部分を通って
搬送され、該コーナー部分において、上記品物は、その方向を変え、品物セレクタ 16及び
容器搬送手段 17の長手方向の経路に向かって鋭角をなして導かれる。品物は、ガイドレー
ルの曲がり部分 32によって形成されたレーン１を通って、品物セレクタ 16へ搬送される。
ガイドレール 34の薄い部分の下を通るセレクタフライト 60は、選択端 61の長手方向の運動
によって、一連の品物の間に押し込まれ、一連のセレクタフライトの間に所定数の品物を
グループ分けする。セレクタフライトは、移動経路に沿って出口端 12に向かって進行し続
けるので、品物は、容器Ｃに向かって、品物セレクタのベッドプレート４を横方向に横断
する。上記容器は、品物セレクタのフライト 60の間のポケットと調時された関係で搬送さ
れる。セレクタフライトによって品物に与えられる力の作用、並びに、ガイドレールの曲
がり部分のカム作用により、品物は、図２に示すように、所定の数にグループ分けされ、
次に、容器の開放端の中に導かれる。選択に応じて、他の別のレール（図示せず）を、ガ
イドレールの部分 32とほぼ等しい角度で、フライトセレクタの長手方向の経路に沿って位
置決めし、その別のレールを容器搬送手段の上の容器に対して角度をなして配列し、これ
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により、品物を容器の中へいれることができる。この実施例を用いた場合には、上の実施
例で示すように、ガイドレール 34を容器搬送手段に近接させて伸長させる必要はない。
品物セレクタの直後に着座アセンブリ 135が設けられている。この着座アセンブリ 135は、
下方に曲がった回転可能なホイール 136を備えており、該ホイールは、外方へ伸長するア
ーム 137を有している。各々のアームに取り付けられているのは接触パッド 138であって、
この接触パッドは、各々の容器の中へ導かれている最後の品物に接触してその品物をよき
の中へ押し入れて着座させ、これにより、容器の中へグループ分けされた総ての品物を適
正に整合させて包装する。ホイール 136は、容器に向かって 10゜の角度をなして傾斜し、
フライト０のテーパ状の端部 89の上方で伸長するのが好ましい。従って、フライトは、品
物を高速で選択するために、その選択端 61において厚くすることができ、また、反対側の
端部を薄くして着座アセンブリのアーム 137が端部 89の上方で反転し、これにより、パッ
ド 138が品物Ａに接触して品物を容器の中で適正に着座させるようにすることができる。
追加のアセンブリ（図示せず）が、容器のフラップを閉じて該フラップを容器に接着する
。次に、シールされた容器は、圧縮ベルトアセンブリ 133によって係合され、コンベア 134
によって、包装機械 10から離れる方向に導かれる。
異なる直径を有する品物を処理しようとする場合には、上述のように機械を容易に調節し
、別のプロセス運転において異なる直径の品物を処理することができる。この場合には、
第１のプロセス運転の間に使用されたガイドレールのコーナー部分 31は、その位置から離
れるように枢動され、トラック 53を横断する。部分 31aの如き別のガイドレールのコーナ
ー部分が適所に動かされ、コンベア 28の上方で枢動する。次に、ガイドレールの曲がり部
分 32の調節可能なレーンガイド 34が、長手方向の移動経路に沿って動くことにより、上述
の如く調節されてガイドレール 34の間にけれたレーン１の幅ｗを変え、異なる直径を有す
る品物を受け入れるようにする。使用可能な幾何学的形状を有するセレクタフライトすな
わちウエッジ 60がコンベア 66に装着され、所望の製品グループの形態に応じて、適正に位
相調節される。最後に、容器搬送手段 17の先行脚部及び後続脚部が、特定の容器を最も効
率的に受け入れ且つ品物セレクタのポケットを紙箱搬送手段のポケットに対して横方向に
整合させるように、位相調節される。紙箱搬送手段 17の駆動チェーンの内側及び外側の各
対は、容器のタイプ及び深さに適合するように、互いに関して横方向に移動する。本発明
の上記要素の調節は、上に説明したように厳密に行う必要はない。実際に、一般には、製
品の寸法及び製品の形態を最初に決定し、これら寸法及び形態から容器のタイプ及び寸法
が誘導される。この条件から、先行脚部及び後続脚部の位置を決定する。次に、そのよう
な条件を考慮して、残りの調節を行う。更に、機械の駆動要素及びフライト要素に対して
行われる包装機械のピッチを選択し、本発明の調節性を最適に使用できることに注意する
必要がある。そのようにするためには、処理すべき製品の基本的な寸法及び形態、並びに
、上述の品物セレクタの位相調節を用いて行うことのできるフライトセレクタの可能性を
考慮するだけで良い。
添付の請求の範囲から逸脱することなく、本発明を説明する目的で選択された上述の実施
例に対して種々の変形を行うことができ、また、総ての結果に対して均等論が適用するこ
とができることは、当業者には明らかであろう。
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【 図 １ ０ Ａ 】 【 図 １ 】

【 図 ２ 】 【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ６ Ａ 】
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【 図 ７ Ａ 】 【 図 ７ Ｃ 】

【 図 ６ Ｂ 】 【 図 ７ Ｂ 】

【 図 １ ０ Ｂ 】
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【 図 ７ Ｄ 】 【 図 ９ Ａ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ Ｂ 】
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【 図 １ ０ Ｃ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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